
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
受
領

答

弁

第

一

八

〇

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
八
〇
号

平
成
十
八
年
十
二
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
松
本
大
輔
君
提
出
ひ
ろ
し
ま
ド
ッ
グ
ぱ
ー
く
の
動
物
愛
護
管
理
法
上
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
松
本
大
輔
君
提
出
ひ
ろ
し
ま
ド
ッ
グ
ぱ
ー
く
の
動
物
愛
護
管
理
法
上
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

広
島
市
に
よ
れ
ば
、
お
尋
ね
の
届
出
を
し
た
者
は
法
人
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
届
出
に
お
い
て
は
、
事
業
所
の
所
在
地
は

「
広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
白
砂
八
十
二
番
地
一
」、
動
物
取
扱
業
の
種
別
は
動
物
の
「
販
売
」、
「
保
管
」
及
び
「
展
示
」
、

業
の
具
体
的
な
内
容
は
「
ド
ッ
グ
ラ
ン
（
愛
犬
を
連
れ
て
遊
べ
る
広
場
）
」
及
び
「
犬
を
使
っ
た
ふ
れ
あ
い
イ
ベ
ン
ト
（
ふ

れ
あ
い
広
場
）
」
、
届
出
日
は
「
平
成
十
七
年
七
月
四
日
」
、
営
業
開
始
の
予
定
年
月
日
は
「
平
成
十
六
年
九
月
一
日
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差

し
控
え
た
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

広
島
市
に
よ
れ
ば
、
お
尋
ね
の
届
出
を
し
た
者
は
個
人
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
届
出
に
お
い
て
は
、
事
業
所
の
所
在
地
は

一



「
広
島
県
佐
伯
郡
湯
来
町
大
字
白
砂
字
石
堂
山
八
十
二
番
地
一
」、
動
物
取
扱
業
の
種
別
は
動
物
の
「
販
売
」、
「
保
管
」
、

「
貸
出
し
」
及
び
「
展
示
」
、
業
の
具
体
的
な
内
容
は
「
犬
を
用
い
た
イ
ベ
ン
ト
」
及
び
「
子
犬
の
販
売
」
、
届
出
日
は

「
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日
」
、
営
業
開
始
の
予
定
年
月
日
は
「
平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差

し
控
え
た
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

広
島
市
に
よ
れ
ば
、
「
ド
ッ
グ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
飼
養
及
び
保
管
さ
れ
て
い
た
犬
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
狂

犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
て
い
な
い

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ

る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

二



広
島
市
が
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
動
物
愛
護
管
理
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
き
行
っ
た
対
応
等
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
広
島
市
に
お
い
て
整
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
環
境
省
と
し
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
広
島
市
の
対
応
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
広
島
市
は
、
狂
犬
病
予
防
法
の
規
定
を
踏
ま
え
、
「
ド
ッ
グ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
に
係

る
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
指
導
を
行
っ
て
き
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

広
島
市
に
よ
れ
ば
、
「
ド
ッ
グ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
九
月
の
時
点
で
、
動
物
取
扱
業
者
が
遵

守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
（
平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
二
十
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
号
、
第
五
条
第
一
号
イ
等
の
規
定
に
違
反
し
て
い
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
動
物
愛
護
管
理
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勧
告
す
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
広
島
市
の

判
断
の
詳
細
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
が
、
一
般
に
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
勧
告
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
個
別

具
体
の
事
案
に
即
し
て
、
都
道
府
県
知
事
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十

三



九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
が
適
切
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
動
物
愛
護
管
理
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
か
ど
う
か
に
関
す
る

広
島
市
の
判
断
の
詳
細
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
が
、
一
般
に
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
事
案
に
即
し
て
、
都
道
府
県
知
事
等
が
適
切
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

広
島
市
に
よ
れ
ば
、
広
島
市
が
動
物
愛
護
管
理
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
行
っ
た
年
月
日
は
、
平
成

十
七
年
六
月
二
十
一
日
、
同
年
十
月
二
十
七
日
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
六
日
、
同
年
九
月
八
日
、
同
月
二
十
一
日
、
同
月

二
十
五
日
、
同
月
二
十
六
日
、
同
年
十
月
一
日
及
び
同
月
六
日
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
身
分
証
明
書
を
提
示
し
て
立
入
検
査
を

行
っ
た
年
月
日
は
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日
及
び
平
成
十
八
年
四
月
二
十
六
日
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

身
分
証
明
書
を
提
示
し
な
い
で
立
入
検
査
を
実
施
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
動
物
愛
護
管
理
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
適
切
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

四



広
島
市
に
よ
れ
ば
、
広
島
市
は
、
御
指
摘
の
事
業
者
に
対
し
、
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
罰
則

の
存
在
を
伝
え
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
広
島
市
が
動
物
愛
護
管
理
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
証
明
書
を
提
示
せ
ず
に
立
入
検

査
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
立
入
検
査
が
よ
り
一
層
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
虐
待
」
の
解
釈
に
つ
い

て
（
回
答
）
」
（
平
成
元
年
総
管
第
百
四
十
七
号
。
以
下
「
解
釈
回
答
」
と
い
う
。
）
で
示
さ
れ
た
解
釈
を
変
更
し
て
い
な

い
。

三
の
�
に
つ
い
て

解
釈
回
答
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
が
作
成
し
、
各
都
道
府
県
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
等
に
配
布
し
て
い
る
「
動
物
愛
護
管
理
行
政
事
務
提
要
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

五



環
境
省
と
し
て
は
、
広
島
市
に
お
い
て
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
検

討
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
今
後
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
の
把
握
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
広
島
市
に
お
い
て
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
検

討
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
今
後
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
の
把
握
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
広
島
市
に
お
い
て
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
検

討
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
項
の
虐
待
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
解
釈
回
答
等
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
広
島
市
に
お
い
て
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
検

討
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
項
の
虐
待
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
解
釈
回
答
等
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

六



四
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
行
為
が
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
虐
待
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
解
釈
回
答
等
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差

し
控
え
た
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

広
島
県
警
察
に
よ
れ
ば
、
広
島
市
の
職
員
か
ら
相
談
を
受
け
た
広
島
県
広
島
西
警
察
署
の
職
員
が
、
動
物
愛
護
管
理
法
第

四
十
四
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
動
物
の
飼
養
の
状
況
等
か
ら
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
旨
発
言
し
た
事
実
は
あ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。

ま
た
、
事
情
聴
取
の
有
無
等
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に
お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で

あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

七



環
境
省
と
し
て
は
、
広
島
市
に
お
い
て
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
検

討
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
項
の
「
み
だ
り
に
殺
し
、
又
は
傷
つ
け

た
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
行
為
の
目
的
、
手
段
、
態
様
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考

え
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
行
為
が
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
「
み
だ
り
に
殺
し
、
又
は
傷
つ
け
た
」

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
行
為
の
目
的
、
手
段
、
態
様
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差

し
控
え
た
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
広
島
市
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
検
証
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
今

後
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
の
把
握
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

八



六
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
各
年
の
警
察
に
よ
る
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検

挙
件
数
及
び
検
挙
人
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
三
年
が
十
件
、
八
人
、
平
成
十
四
年
が
十
四
件
、
十
三
人
、
平
成
十
五
年

が
九
件
、
四
人
、
平
成
十
六
年
が
十
五
件
、
十
二
人
、
平
成
十
七
年
が
十
三
件
、
十
一
人
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
十
三
年
か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
各
年
の
警
察
に
よ
る
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
く
検
挙
件
数
及
び
検
挙
人
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
三
年
が
八
件
、
十
人
、
平
成
十
四
年
が
十
件
、
十
七

人
、
平
成
十
五
年
が
五
件
、
六
人
、
平
成
十
六
年
が
七
件
、
八
人
、
平
成
十
七
年
が
十
六
件
、
十
九
人
で
あ
る
。

動
物
愛
護
管
理
法
違
反
事
件
に
係
る
処
分
結
果
に
つ
い
て
は
、
条
項
別
に
こ
れ
を
把
握
し
て
い
な
い
。

六
の
�
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
個

別
具
体
的
な
事
案
に
応
じ
た
指
導
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
都
道
府
県
警
察
の
捜
査
員
に
対
し
、
研
修
等
の
場
を
通
じ
周
知
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

九



警
察
と
し
て
は
、
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
厳
正
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
多
数
の
動
物
の
飼
養
及
び
保
管
す
る
動
物
取
扱
業
者
が
動
物
取
扱
業
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
、

虐
待
や
遺
棄
を
招
く
お
そ
れ
が
一
概
に
高
い
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
現
時
点
に
お
い
て
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
一
号
）
及
び
告
示
の
改
正
は
考
え
て
い
な
い
。

六
の
�
に
つ
い
て

動
物
愛
護
管
理
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
虐
待
と
さ
れ
る
行
為
と
し
て
は
、
多
様
な
行
為
が
想
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
網
羅

的
に
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
今
後
、
判
例
の
蓄
積
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
慎
重
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
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